
令和５年１１月１５日 
防災街づくり担当部 
建 築 安 全 課 

 

世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例 

 
 
１ 改正理由 
 「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「世田谷区空家等の対策の推進に関する
条例」の改正に伴い、世田谷区空家等対策審査会の所掌事務を追加するとともに規定の
整備を図る必要があるため、「世田谷区空家等対策審査会条例」の一部改正を行う。 

 
２ 改正内容 
（１）第２条第１号 

管理不全空家等の勧告について、審査会の所掌事務に追加する。 
（２）第２条第３号及び第４号 

空家等の対策の推進に関する条例に合わせて、根拠規定ごとに規定する。 
（３）改正された法律の条文を引用している個所の修正を行う。 
 
３ 施行予定日 
  規則で定める日から施行する。 
 
４ 条例改正新旧対照表 
  別紙１のとおり 
 
５ 参考資料 

法律改正新旧対照表 

  別紙２のとおり 
 
６ 今後のスケジュール 
  令和５年１１月 第４回区議会定例会（議案提出） 
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世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区空家等対策審査会条例 ○世田谷区空家等対策審査会条例 

平成27年10月２日条例第41号 平成27年10月２日条例第41号 

改正 改正 

平成28年３月８日条例第18号 平成28年３月８日条例第18号 

世田谷区空家等対策審査会条例 世田谷区空家等対策審査会条例 

（設置） （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127

号。以下「法」という。）及び世田谷区空家等の対策の推進に関する

条例（平成28年３月世田谷区条例第19号。以下「条例」という。）の

適正かつ円滑な運用を図るため、区長の諮問に応じて答申する附属

機関として、世田谷区空家等対策審査会（以下「審査会」という。）

を置く。 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127

号。以下「法」という。）及び世田谷区空家等の対策の推進に関する

条例（平成28年３月世田谷区条例第19号。以下「条例」という。）の

適正かつ円滑な運用を図るため、区長の諮問に応じて答申する附属

機関として、世田谷区空家等対策審査会（以下「審査会」という。）

を置く。 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 審査会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 第２条 審査会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

(１)  法第13条第２項の規定により区長がしようとする勧告につい

て意見を述べること。 

 

(２) 区内に存する空家等（法第２条第１項に規定する空家等をい

う。）が同条第２項に規定する状態にあるか否かを審査すること。 

(１) 区内に存する空家等（法第２条第１項に規定する空家等をい

う。）が同条第２項に規定する状態にあるか否かを審査すること。 

(３)  法第22条第１項の規定により区長がしようとする助言又は指

導について意見を述べること。 

(２) 法第14条第１項又は第２項の規定により区長がしようとする

助言、指導又は勧告について意見を述べること。 

(４)  法第22条第２項の規定により区長がしようとする勧告につい

て意見を述べること。 

 

(５) 法第22条第３項の規定により区長がしようとする命令につい

て意見を述べること。 

(３) 法第14条第３項の規定により区長がしようとする命令につい

て意見を述べること。 

(６) 法第22条第９項の規定により行政代執行法（昭和23年法律第

43号）の定めるところに従い、区長が自らしようとし、又は第三者

(４) 法第14条第９項の規定により行政代執行法（昭和23年法律第

43号）の定めるところに従い、区長が自らしようとし、又は第三者
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改正後 改正前 

をしてさせようとする行為について意見を述べること。 をしてさせようとする行為について意見を述べること。 

(７) 法第22条第10項の規定により区長が自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者に行わせようとする措置について意見を

述べること。 

(５) 法第14条第10項の規定により区長が自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者に行わせようとする措置について意見を

述べること。 

(８) 条例第８条第２項の規定により区長が代行しようとする安全

代行措置について意見を述べること。 

(６) 条例第８条第２項の規定により区長が代行しようとする安全

代行措置について意見を述べること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、法及び条例の適正かつ円滑な運

用を図るため、区長が必要と認める事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか、法及び条例の適正かつ円滑な運

用を図るため、区長が必要と認める事項 

（組織） （組織） 

第３条 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 第３条 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、建築、法律等に関する学識経験を有する者、関係行政機関

の職員その他必要と認める者のうちから、区長が委嘱する。 

２ 委員は、建築、法律等に関する学識経験を有する者、関係行政機関

の職員その他必要と認める者のうちから、区長が委嘱する。 

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第５条 審査会に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選

によりこれを定める。 

第５条 審査会に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選

によりこれを定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 ２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の双方に事故があるとき、又はその双方が欠けた

ときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の双方に事故があるとき、又はその双方が欠けた

ときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 

（招集） （招集） 

第６条 審査会は、区長が招集する。 第６条 審査会は、区長が招集する。 

（会議） （会議） 

第７条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

第７条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

3



3/3 

改正後 改正前 

２ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 

２ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 

（意見聴取等） （意見聴取等） 

第８条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外

の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から

必要な資料の提出を求めることができる。 

第８条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外

の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から

必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） （守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

（委任） （委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事

項は、区長が別に定める。 

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事

項は、区長が別に定める。 

附 則 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月８日条例第18号） 附 則（平成28年３月８日条例第18号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年〇月○日条例第〇号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  
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○

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

空
家
等
の
調
査
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
係
る
措
置
（
第
十
二
条
―
第
十
四
条
）

第
四
章

空
家
等
の
活
用
に
係
る
措
置
（
第
十
五
条
―
第
二
十
一
条
）

第
五
章

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
二
条
）

第
六
章

空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
新
設
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
空
家
等
」
と
は
、
建
築
物
又
は
こ
れ
に
附
属

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
空
家
等
」
と
は
、
建
築
物
又
は
こ
れ
に
附
属

す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常

す
る
工
作
物
で
あ
っ
て
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常

態
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
敷
地
（
立
木
そ
の
他
の
土
地
に
定
着
す
る
物
を
含

態
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
敷
地
（
立
木
そ
の
他
の
土
地
に
定
着
す
る
物
を
含

む
。
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
国
又
は
地

む
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理

方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の
を
除
く
。

す
る
も
の
を
除
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
国
の
責
務
）

（
空
家
等
の
所
有
者
等
の
責
務
）

第
三
条

国
は
、
空
家
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す

第
三
条

空
家
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）

6



- 2 -

る
責
務
を
有
す
る
。

は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
空
家
等
の
適
切
な

２

国
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
が
行
う
空
家
等
に
関
す
る
取
組
の
た

管
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
は
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
空
家
等
の
適

切
な
管
理
及
び
そ
の
活
用
の
促
進
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

（
市
町
村
の
責
務
）

第
四
条

市
町
村
は
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成

第
四
条

市
町
村
は
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
空
家
等
に
関
す
る
対
策
の
実
施
そ
の
他
の
空
家
等
に
関

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
空
家
等
に
関
す
る
対
策
の
実
施
そ
の
他
の
空
家
等
に
関

し
て
必
要
な
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
必
要
な
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
は
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
及

び
変
更
並
び
に
実
施
そ
の
他
空
家
等
に
関
し
こ
の
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が

講
ず
る
措
置
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
技
術
的

な
助
言
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
空
家
等
の
所
有
者
等
の
責
務
）

第
五
条

空
家
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）

（
新
設
）

は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
空
家
等
の
適
切
な

管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
空
家
等
に

関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
指
針
）

（
基
本
指
針
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

所
有
者
等
に
よ
る
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
つ
い
て
指
針
と
な
る
べ
き

（
新
設
）

事
項
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四

（
略
）

三

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変

３

国
土
交
通
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変

更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す

す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
空
家
等
対
策
計
画
）

（
空
家
等
対
策
計
画
）

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

空
家
等
対
策
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

２

空
家
等
対
策
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助

六

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
（
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
言

言
若
し
く
は
指
導
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
三
項
の

若
し
く
は
指
導
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
三
項
の
規

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
命
令
又
は
同
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
代
執

代
執
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
定
空
家
等
へ
の
対
処
に
関

行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
定
空
家
等
へ
の
対
処
に
関
す
る

す
る
事
項

事
項

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

３

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
内
の
区
域
で
あ
っ

（
新
設
）

て
、
当
該
区
域
内
の
空
家
等
の
数
及
び
そ
の
分
布
の
状
況
、
そ
の
活
用
の
状

況
そ
の
他
の
状
況
か
ら
み
て
当
該
区
域
に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
活
動
の
促

進
の
た
め
に
当
該
区
域
内
の
空
家
等
及
び
空
家
等
の
跡
地
の
活
用
が
必
要
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
（
以
下
「
空
家
等
活
用
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）

並
び
に
当
該
空
家
等
活
用
促
進
区
域
に
お
け
る
空
家
等
及
び
空
家
等
の
跡
地

の
活
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
指
針
（
以
下
「
空
家
等
活
用
促
進
指
針
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号

）
第
二
条
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地

二

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
五
条
第
四
項
第
八

号
に
規
定
す
る
地
域
再
生
拠
点

三

地
域
再
生
法
第
五
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再

8
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生
区
域

四

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
点
区
域

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
活

動
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
区
域
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
総
務

省
令
で
定
め
る
区
域

４

空
家
等
活
用
促
進
指
針
に
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

（
新
設
）

の
と
す
る
。

一

空
家
等
活
用
促
進
区
域
に
お
け
る
空
家
等
及
び
空
家
等
の
跡
地
の
活
用

に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二

空
家
等
活
用
促
進
区
域
に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
活
動
の
促
進
の
た
め

に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
空
家
等
の
種
類
及
び
当
該
空
家
等
に
つ
い
て

誘
導
す
べ
き
用
途
（
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
「
誘
導

用
途
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
家
等
活
用
促
進
区
域
に
お
け
る
空

家
等
及
び
空
家
等
の
跡
地
の
活
用
を
通
じ
た
経
済
的
社
会
的
活
動
の
促
進

に
関
し
必
要
な
事
項

５

空
家
等
活
用
促
進
指
針
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
特
例

（
新
設
）

適
用
建
築
物
（
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内
の
空
家
等
に
該
当
す
る
建
築
物
（

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

空
家
等
の
跡
地
に
新
築
す
る
建
築
物
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
又
は
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

た
め
の
要
件
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
建
築
基

（
新
設
）

9
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準
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
（
第
九
項

及
び
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
敷
地
特
例
適
用
要
件
」
と
い
う
。
）
は

、
特
例
適
用
建
築
物
（
そ
の
敷
地
が
幅
員
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
四
メ
ー
ト

ル
未
満
の
道
（
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内

に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
活
動
の
促
進
及
び
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に

資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

７

市
町
村
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

（
新
設
）

、
当
該
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内
の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

８

市
町
村
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

（
新
設
）

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二

第
一
項
の
中
核
市
を
除
く
。
）
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
定
め
る
場

合
に
お
い
て
、
市
街
化
調
整
区
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
調
整
区
域
を
い
う
。
第
十
八
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
を
含
む
空
家
等
活
用
促
進
区
域
を
定
め

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
空
家
等
活
用
促
進
区
域
の
区
域
及
び
空
家

等
活
用
促
進
指
針
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
と
協
議
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

市
町
村
は
、
空
家
等
活
用
促
進
指
針
に
敷
地
特
例
適
用
要
件
に
関
す
る
事

（
新
設
）

項
又
は
第
五
項
の
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
た
だ
し
書

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
（
以
下
「
用
途
特
例
適
用
要
件
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項

に
つ
い
て
、
当
該
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
建
築
基
準

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
同
法
第
四
十
八
条

第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項

又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い

10
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て
同
じ
。
）
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
権
限
を
有
す
る
特

定
行
政
庁
（
同
法
第
二
条
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
用
途
特
例
適
用
要
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
当
該
特
定
行
政
庁
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
用
途
特
例
適
用
要
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議

（
新
設
）

10
を
受
け
た
特
定
行
政
庁
は
、
特
例
適
用
建
築
物
を
用
途
特
例
適
用
要
件
に
適

合
す
る
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
空
家
等
活
用
促
進
区
域
に
お
け
る
経
済
的
社

会
的
活
動
の
促
進
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
同
項
の
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
家
等
対
策
計
画
（
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限

（
新
設
）

11
る
。
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
都

市
計
画
法
第
六
条
の
二
の
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

及
び
同
法
第
十
八
条
の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
は
、
空
家
等
対
策
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

３

市
町
村
は
、
空
家
等
対
策
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は

12
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
及
び
実

４

市
町
村
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
及
び
変

13
施
に
関
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
求
め
る

更
並
び
に
実
施
に
関
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
援

こ
と
が
で
き
る
。

助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
空
家
等
対
策
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

（
新
設
）

14
準
用
す
る
。

第
八
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
都
道
府
県
に
よ
る
援
助
）

（
削
る
）

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
及
び
変
更
並
び
に
実

施
そ
の
他
空
家
等
に
関
し
こ
の
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が
講
ず
る
措
置
に
つ

い
て
、
当
該
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
技
術
的
な
助
言
、
市
町
村

相
互
間
の
連
絡
調
整
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

11
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な
い
。

第
二
章

空
家
等
の
調
査

（
新
設
）

（
立
入
調
査
等
）

（
立
入
調
査
等
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に

２

市
町
村
長
は
、
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
必

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
空
家
等
に
関

要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
又
は
そ
の
委
任
し
た
者
に
、
空
家
等
と
認

す
る
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
若
し
く
は
そ
の
委
任
し
た
者

め
ら
れ
る
場
所
に
立
ち
入
っ
て
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
、
空
家
等
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
立
ち
入
っ
て
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利
用
等
）

（
空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利
用
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
、
空
家
等
に
工
作

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に
対

物
を
設
置
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
空
家
等
の
所
有
者
等
の
把

し
て
、
空
家
等
の
所
有
者
等
の
把
握
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る

握
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
空
家
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
等
）

（
空
家
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
等
）

第
十
一
条

市
町
村
は
、
空
家
等
（
建
築
物
を
販
売
し
、
又
は
賃
貸
す
る
事
業

第
十
一
条

市
町
村
は
、
空
家
等
（
建
築
物
を
販
売
し
、
又
は
賃
貸
す
る
事
業

を
行
う
者
が
販
売
し
、
又
は
賃
貸
す
る
た
め
に
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も

を
行
う
者
が
販
売
し
、
又
は
賃
貸
す
る
た
め
に
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も

の
（
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切
に
管
理
さ
れ
て

の
（
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切
に
管
理
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
五
条
に
お

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
そ
の
他
空
家
等
に
関
す
る

に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
そ
の
他
空
家
等
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を

正
確
な
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の

把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

12
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第
三
章

空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
係
る
措
置

（
新
設
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
す
る
措
置
）

第
十
三
条

市
町
村
長
は
、
空
家
等
が
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

（
新
設
）

に
よ
り
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
特
定
空
家
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
状
態
に
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
空
家
等
（
以
下
「
管
理
不
全
空
家
等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
等
に
対
し

、
基
本
指
針
（
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
に
即
し
、
当
該
管
理
不
全
空
家
等
が
特
定
空
家
等
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
指
導
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
お

当
該
管
理
不
全
空
家
等
の
状
態
が
改
善
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
特

定
空
家
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
指
導
を
し
た
者
に
対
し
、
修
繕
、
立
木
竹
の
伐
採
そ
の
他
の
当
該
管
理

不
全
空
家
等
が
特
定
空
家
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
空
家
等
の
管
理
に
関
す
る
民
法
の
特
例
）

第
十
四
条

市
町
村
長
は
、
空
家
等
に
つ
き
、
そ
の
適
切
な
管
理
の
た
め
特
に

（
新
設
）

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
民
法
（
明
治
二
十

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同

法
第
九
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
財
産
の
清
算
人
の
選
任
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
空
家
等
（
敷
地
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
そ
の
適
切
な
管
理

の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
民
法

第
二
百
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

13



- 9 -

３

市
町
村
長
は
、
管
理
不
全
空
家
等
又
は
特
定
空
家
等
に
つ
き
、
そ
の
適
切

な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し

、
民
法
第
二
百
六
十
四
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
百
六
十
四
条
の
十
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

空
家
等
の
活
用
に
係
る
措
置

（
新
設
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
空
家
等
の
活
用
に
関
す
る
計
画
作
成
市
町
村
の
要
請
等
）

第
十
六
条

空
家
等
対
策
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
（
以
下
「
計
画
作
成
市
町

（
新
設
）

村
」
と
い
う
。
）
の
長
は
、
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内
の
空
家
等
（
第
七
条

第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
空
家
等
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
空
家
等
活
用
促
進
区
域
内

の
経
済
的
社
会
的
活
動
の
促
進
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
空
家
等
に
つ
い
て
空
家
等
活
用
促

進
指
針
に
定
め
ら
れ
た
誘
導
用
途
に
供
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

計
画
作
成
市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
た
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
要
請
を
受
け
た
空
家
等
の
所

有
者
等
に
対
し
、
当
該
空
家
等
に
関
す
る
権
利
の
処
分
に
つ
い
て
の
あ
っ
せ

ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
基
準
法
の
特
例
）

第
十
七
条

空
家
等
対
策
計
画
（
敷
地
特
例
適
用
要
件
に
関
す
る
事
項
が
定
め

（
新
設
）

ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
第
七
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公

表
の
日
以
後
は
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
建
築
物
に
対
す
る
建

築
基
準
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

中
「
、
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
「
適
合
す
る
も
の
で
」
と

14
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あ
る
の
は
「
適
合
す
る
も
の
又
は
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
敷
地
特
例
適
用
要
件
に
適
合
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
建
築

物
で
」
と
す
る
。

２

空
家
等
対
策
計
画
（
用
途
特
例
適
用
要
件
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
が
第
七
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日

以
後
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
建
築
物
に
対
す
る
建
築
基
準

法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
一
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
三
項
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規

定
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
」
と
、
「
認
め

、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
」
と
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書

中
「
公
益
上
や
む
を
得
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
十
二
項

（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公

表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
条

第
九
項
に
規
定
す
る
用
途
特
例
適
用
要
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例

適
用
要
件
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
公

益
上
や
む
を
得
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
三

項
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
中
「
公
益
上
や
む
を
得
な
い
」
と
あ
る
の
は

「
特
例
適
用
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
公
益
上
や

む
を
得
な
い
」
と
、
同
条
第
十
二
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
特
例
適
用
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し

た
場
合
そ
の
他
」
と
す
る
。

（
空
家
等
の
活
用
の
促
進
に
つ
い
て
の
配
慮
）

第
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い

（
新
設
）

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
空
家
等
対
策
計

15
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画
に
記
載
さ
れ
た
空
家
等
活
用
促
進
区
域
（
市
街
化
調
整
区
域
に
該
当
す
る

区
域
に
限
る
。
）
内
の
空
家
等
に
該
当
す
る
建
築
物
（
都
市
計
画
法
第
四
条

第
十
項
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
当
該
建
築
物
を
誘
導
用
途
に
供
す
る
た
め
同
法
第
四
十
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
い
ず
れ
も
当
該
建
築
物
の

用
途
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
第
七
条
第

八
項
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
当
該
建
築
物
の
誘
導
用
途
と
し
て
の
活
用

の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
同
項
に
規
定
す
る
空
家
等
対
策
計
画
に
記
載
さ
れ
た
空
家
等
活
用
促
進

区
域
内
の
空
家
等
に
つ
い
て
、
当
該
空
家
等
を
誘
導
用
途
に
供
す
る
た
め
農

地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
空
家
等
の
活
用
の

促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
業
務
の
特
例
）

第
十
九
条

地
方
住
宅
供
給
公
社
は
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年

（
新
設
）

法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
空
家
等
活

用
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
空

家
等
の
活
用
の
た
め
に
行
う
改
修
、
当
該
改
修
後
の
空
家
等
の
賃
貸
そ
の
他

の
空
家
等
の
活
用
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行

う
場
合
に
お
け
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
第
四
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は

、
「
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
及
び
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
調
査
等
業
務
）

第
二
十
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機

（
新
設
）

16
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構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の

ほ
か
、
計
画
作
成
市
町
村
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
空
家
等
活
用
促
進
区
域

内
に
お
け
る
空
家
等
及
び
空
家
等
の
跡
地
の
活
用
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
経

済
的
社
会
的
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の

提
供
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
行
う
援
助
）

第
二
十
一
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅

（
新
設
）

金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
市
町
村
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空

家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
空
家
等
及
び
空
家
等
の

跡
地
の
活
用
の
促
進
に
必
要
な
資
金
の
融
通
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置

（
新
設
）

（
特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

10

10

、
過
失
が
な
く
て
そ
の
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

、
過
失
が
な
く
て
そ
の
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

項
に
お
い
て
「
命
令
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

き
な
い
と
き
（
過
失
が
な
く
て
第
一
項
の
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は
第
二
項

と
き
（
過
失
が
な
く
て
第
一
項
の
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は
第
二
項
の
勧
告

の
勧
告
が
行
わ
れ
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
第
三
項
に

が
行
わ
れ
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
第
三
項
に
定
め
る

定
め
る
手
続
に
よ
り
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、

手
続
に
よ
り
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
市
町
村

市
町
村
長
は
、
そ
の
者
の
負
担
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
、
又
は

長
は
、
当
該
命
令
対
象
者
の
負
担
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
、
又

そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

場
合
に
お
い
て
は
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
措
置
を
行
う
べ
き
旨
及

て
「
措
置
実
施
者
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
措
置
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

び
そ
の
期
限
ま
で
に
そ
の
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
市
町
村
長
又
は
そ
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
定
め
た
期
限
内
に
命
令
対

命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
が
そ
の
措
置
を
行
う
べ
き
旨
を
あ
ら
か
じ

象
者
に
お
い
て
そ
の
措
置
を
行
う
べ
き
旨
及
び
そ
の
期
限
ま
で
に
そ
の
措
置

め
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

17
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を
行
わ
な
い
と
き
は
市
町
村
長
又
は
措
置
実
施
者
が
そ
の
措
置
を
行
い
、
当

該
措
置
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
公
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

市
町
村
長
は
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
空
家
等
が
保

（
新
設
）

11
安
上
著
し
く
危
険
な
状
態
に
あ
る
等
当
該
特
定
空
家
等
に
関
し
緊
急
に
除
却

、
修
繕
、
立
木
竹
の
伐
採
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
、
第
三
項
か
ら
第
八
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
空
家
等
に
係
る
命
令
対
象

者
の
負
担
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
、
又
は
措
置
実
施
者
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
さ
せ
る
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
行
政
代

（
新
設
）

12
執
行
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

13

17

11

15

第
六
章

空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人

（
新
設
）

（
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
の
指
定
）

第
二
十
三
条

市
町
村
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第

（
新
設
）

七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法

人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
空
家
等
の
管
理
若
し
く
は
活
用
を
図
る
活

動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務

を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申

請
に
よ
り
、
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。

）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
支
援
法

人
の
名
称
又
は
商
号
、
住
所
及
び
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
公
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
商
号
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は

営
業
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
市
町
村

18
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長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出

に
係
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
援
法
人
の
業
務
）

第
二
十
四
条

支
援
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

空
家
等
の
所
有
者
等
そ
の
他
空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
を
行
お
う
と
す

る
者
に
対
し
、
当
該
空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
の
方
法
に
関
す
る
情
報
の

提
供
又
は
相
談
そ
の
他
の
当
該
空
家
等
の
適
切
な
管
理
又
は
そ
の
活
用
を

図
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

二

委
託
に
基
づ
き
、
定
期
的
な
空
家
等
の
状
態
の
確
認
、
空
家
等
の
活
用

の
た
め
に
行
う
改
修
そ
の
他
の
空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
の
た
め
必
要
な

事
業
又
は
事
務
を
行
う
こ
と
。

三

委
託
に
基
づ
き
、
空
家
等
の
所
有
者
等
の
探
索
を
行
う
こ
と
。

四

空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

五

空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
家
等
の
管
理
又
は
活
用
を
図
る
た

め
に
必
要
な
事
業
又
は
事
務
を
行
う
こ
と
。

（
監
督
等
）

第
二
十
五
条

市
町
村
長
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な

（
新
設
）

実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し

、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
支
援
法
人
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の

運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

市
町
村
長
は
、
支
援
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き

は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

。
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４

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
二
十
六
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の

（
新
設
）

実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と

す
る
。

２

市
町
村
長
は
、
支
援
法
人
か
ら
そ
の
業
務
の
遂
行
の
た
め
空
家
等
の
所
有

者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
所
有
者
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）
の

提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
空
家
等
の
所
有
者
等
の
探
索
に
必
要

な
限
度
で
、
当
該
支
援
法
人
に
対
し
、
所
有
者
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
は
、
支
援
法
人
に
対
し
所
有
者
等
関

連
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
所
有
者
等
関
連
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
（
当
該
所
有
者
等
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別

さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
同
意
は
、
そ
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
者
に
対
し
て
求
め
れ
ば
足

り
る
。

（
支
援
法
人
に
よ
る
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
二
十
七
条

支
援
法
人
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

（
新
設
）

る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
当
該
提

案
に
係
る
空
家
等
対
策
計
画
の
素
案
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
を
受
け
た
市
町
村
は
、
当
該
提
案
に
基
づ
き
空

家
等
対
策
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、

当
該
提
案
を
し
た
支
援
法
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

20
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て
、
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
長
へ
の
要
請
）

第
二
十
八
条

支
援
法
人
は
、
空
家
等
、
管
理
不
全
空
家
等
又
は
特
定
空
家
等

（
新
設
）

に
つ
き
、
そ
の
適
切
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
町
村
長
に
対
し
、
第
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
よ
う
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る

も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

第
十
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
要
請
を
し
た
支
援
法
人

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

雑
則

（
新
設
）

（
財
政
上
の
措
置
及
び
税
制
上
の
措
置
等
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
八
章

罰
則

（
新
設
）

（
過
料
）

第
三
十
条

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
命
令
に
違
反
し

第
十
六
条

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
命
令
に
違
反
し
た

た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

２

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

21
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○

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二

専
ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
そ
の

第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二

専
ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
そ
の

一
部
を
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
敷
地
の
用

一
部
を
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
敷
地
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
前
条
（
第
十
一
項
を
除
く

に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
前
条
（
第
十
一
項
を
除
く

。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
並
び
に
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の

別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規

規
定
に
よ
り
所
有
者
等
（
同
法
第
五
条
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
。
以

定
に
よ
り
所
有
者
等
（
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
。
）
に

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
勧
告
が
さ
れ
た
同
法
第
十
三
条
第
一

対
し
勧
告
が
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等
の
敷
地

項
に
規
定
す
る
管
理
不
全
空
家
等
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、
第
三

よ
り
所
有
者
等
に
対
し
勧
告
が
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
八
十
四
条
に
お
い
て

定
空
家
等
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次

「
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は

条
第
一
項
、
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
八

、
第
三
百
四
十
九
条
及
び
前
条
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住

十
四
条
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
三
分
の
一
の

税
の
課
税
標
準
は
、
第
三
百
四
十
九
条
及
び
前
条
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か

額
と
す
る
。

わ
ら
ず
、
当
該
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

23
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〇

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

２

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

（
新
設
）

百
二
十
七
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
業
務

十

（
略
）

九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

24
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○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う

第
十
三
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う

。

。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

機
構
が
第
一
号
の
業
務
に
よ
り
譲
り
受
け
る
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付

十
一

機
構
が
第
一
号
の
業
務
に
よ
り
譲
り
受
け
る
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付

け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
前
号
若
し

け
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
前
号
若
し

く
は
次
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者

く
は
次
項
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者

と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
重
度
障

と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
重
度
障

害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
払
わ
れ
る
生
命

害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
払
わ
れ
る
生
命

保
険
の
保
険
金
若
し
く
は
生
命
共
済
の
共
済
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と

保
険
の
保
険
金
若
し
く
は
生
命
共
済
の
共
済
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と

い
う
。
）
を
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
当
し
、
又
は
沖
縄
振

い
う
。
）
を
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
当
し
、
又
は
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
第

興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
あ
ら
か
じ
め
契
約
を

締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
に
よ
り

締
結
し
て
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
保
険
金
等
に
よ
り

当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
。

当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

（
新
設
）

百
二
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

二
～
七

（
略
）

（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）

第
十
七
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

第
十
七
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

25
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勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
貸
付
債
権
に
係
る
も
の
を
除

二

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
貸
付
債
権
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
第
五
号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業

く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
第
四
号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業

務

務

三

第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

三

第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

四

（
略
）

四

（
略
）

（
長
期
借
入
金
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
等
）

（
長
期
借
入
金
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
等
）

第
十
九
条

機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。

第
十
九
条

機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。

）
及
び
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る

）
及
び
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る

た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
住
宅
金
融

た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
住
宅
金
融

支
援
機
構
債
券
（
以
下
「
機
構
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

支
援
機
構
債
券
（
以
下
「
機
構
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た

３

機
構
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た

め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
一

め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤

項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤

労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産

労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産

形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
を
締
結
し
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
機

形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
を
締
結
し
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
機

関
等
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
等
及
び
同
項
第
二
号
の
二

関
等
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
等
及
び
同
項
第
二
号
の
二

に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
が
引
き
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
住
宅
金
融

に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
が
引
き
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
住
宅
金
融

支
援
機
構
財
形
住
宅
債
券
（
以
下
「
財
形
住
宅
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行

支
援
機
構
財
形
住
宅
債
券
（
以
下
「
財
形
住
宅
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

機
構
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
業
務
に
係
る
長
期
借
入
金
の
借
入

６

機
構
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
業
務
に
係
る
長
期
借
入
金
の
借
入

れ
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
に
、

れ
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
に
、

機
構
債
券
又
は
財
形
住
宅
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

機
構
債
券
又
は
財
形
住
宅
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

本
邦
又
は
外
国
の
銀
行
、
信
託
会
社
又
は
金
融
商
品
取
引
業
（
金
融
商
品
取

本
邦
又
は
外
国
の
銀
行
、
信
託
会
社
又
は
金
融
商
品
取
引
業
（
金
融
商
品
取

引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金

引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
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融
商
品
取
引
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
委
託
す
る

融
商
品
取
引
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
貸
付
債
権
の
信
託
の
受
益
権
の
譲
渡
等
）

（
貸
付
債
権
の
信
託
の
受
益
権
の
譲
渡
等
）

第
二
十
二
条

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
権
譲
受
業
務
又
は

第
二
十
二
条

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
権
譲
受
業
務
又
は

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
若
し

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
若
し

く
は
第
四
号
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
そ
の
貸
付
債
権
に
つ

く
は
第
三
号
の
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
そ
の
貸
付
債
権
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
厚
生
労
働
大
臣
と
の
協
議
）

（
厚
生
労
働
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
八
条

主
務
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
業
務
に
関
し
、
通

第
二
十
八
条

主
務
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
業
務
に
関
し
、
通

則
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大

則
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大

臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

（
業
務
の
特
例
等
）

（
業
務
の
特
例
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

機
構
が
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、

６

機
構
が
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、

第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
中
「
第
十

第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
中
「
第
十

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及

で
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
及

び
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
第
十
七
条
第
三
号
中
「
業

び
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
第
十
七
条
第
三
号
中
「
業

務
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
（
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項

務
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
（
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業
務
で
附
則
第
十
六
条
の

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業
務
で
附
則
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
十
条
第
一
項
本
文
の
規

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
十
条
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「

定
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
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掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
七
条
第
五
項
に
規

掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
七
条
第
五
項
に
規

定
す
る
既
往
債
権
管
理
業
務
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
号
ま
で
」

定
す
る
既
往
債
権
管
理
業
務
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
号
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
第
六
号
ま
で
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第

と
あ
る
の
は
「
第
五
号
ま
で
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第

六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
と
い
う
。
）

六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
と
い
う
。
）

に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
若
し
く
は
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三

に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
若
し
く
は
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三

号
の
業
務
に
よ
り
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

号
の
業
務
に
よ
り
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

号
若
し
く
は
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二

号
若
し
く
は
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二

項
」
と
す
る
。

項
」
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

15

15
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